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車両系建設機械(解体用)運転技能講習開催について（ご案内） 

 

  労働安全衛生法第６１条第１項により機体重量３ｔ以上の車両系建設機械(解体用)の運転業務は、都道府県労

働局長の登録を受けた機関の行う技能講習を修了したものでなければ運転できないことになっております。 

  当支部では、宮城労働局長の登録教習機関として、上記の技能講習を開催しております。 

 

 なお、この講習は、「平成２５年７月の法令改正による新たな解体用機械（鉄骨切断機、コンクリート圧機、

解体用つかみ機）」及びブレーカの運転に対応しています。 

  つきましては、下記要領により開催いたしますので、関係従業員の受講方についてご配慮くださるようご案内

申しあげます。 

 

記 

 

１．受  講  資  格    車両系建設機械(整地･運搬･積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 

（受講対象者）  （ 受講申込書へ修了証のコピーを添付していただくと共に受講日当日修了証原本を受付

でご提示ください。） 

 

２．開  催  日  時    学 科： 令和８年８月２６日   ８：２５～１２：２０ 

（８：２５よりオリエンテーションを行います） 

実 技： 同 日（令和８年３月３日） １４：００～  

（ 受講者数によって２９日の実技開催がない場合があります ） 

 

３．開  催  場  所   学 科：仙台市青葉区支倉町２－４８ 

                                    宮城県建設産業会館 

  

                      実 技：仙台市青葉区芋沢字下野下３８－１㈱セルコ仙台営業所構内 

                                    建災防宮城県支部実技センター 

 

４．受 講 料       

 

  

 

 

※  建災防宮城県支部会員は、テキスト代を１，０００円助成しております。 

 

５．申  込  方  法   当支部ホームページ「講習予約サイト」よりご予約後、登録したメールアドレスへ 

「予約受付メール」が送られますので、「予約受付メール」に記載された方法により 

お申込み下さい。 

受付後の取り消しについては、受講料の返却はいたしませんのでご了承下さい。 

        

建災防宮城県支部 

会      員 
２５,０００円（テキスト代、消費税含） 

建災防宮城県支部 

会  員 外 
２６,０００円（テキスト代、消費税含） 



 

６．申  込  場  所         〒９８０－０８２４ 

                            仙台市青葉区支倉町２－４８  宮城県建設産業会館 ５階 

建設業労働災害防止協会 宮城県支部 

                                                        ℡ ０２２－２２４－１７９７ 

 

７．講  習  内  容 

 

                 ≪ 学   科≫ 

・作業に関する知識・・・・・・・・・２時間 

・一般的事項に関する知識・・・・・・３０分 

・関係法令・・・・・・・・・・・・・３０分 

 

≪実   技≫ 

・作業のための操作・・・・・・・・・２時間 

 

※ 学科、実技とも修了試験があります。 

 

８．そ の 他 

 

１） 受講申込書にご記入いただいた事項及び添付書類にある個人情報は、本講習を実施するため 

に使用するものであり、受講者の同意なしに目的以外に使用することはありません。 

２）本講習については、人材開発支援成助成金の適用があります。 

                助成金の申請際には、講習案内書、受講申込書のコピーが必要になります。 

   

  ※  助成金についての詳細は、宮城労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター(TEL 022-299-8063) 

へお問い合わせください。 
 


